[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]
寝たきり等にあるため日常生活において、常時紙おむつを必要とする要介護高齢者に対し、紙おむつの購入にかかる費用の一部を助成します。

●対象　　　　以下の要件全てに該当する方
        　　　①65歳以上の方
②寝たきり等で常時おむつを使用している方
③在宅で生活している方
（入院中及び施設入所中の方は対象外となります。）
●助成　　　　紙おむつ助成券（上半期分1,500円分、下半期分1,500円）を交付
※社会福祉協議会の紙おむつ助成券（上半期分1,500円分、下半期分1,500円）と合わせて交付します。
●申請期限　　上半期：5月1５日　　下半期：11月15日　
           　 平日　午前9時～午後5時
　　　　　　　※申請は新規申請の方のみ（毎年の申請は必要ありません）
●交付時期　　上半期：6月頃　　下半期：12月頃　
　　　　　　　※お住まいの地区の民生委員を通じて配布します。
●申請場所　　　　保健福祉センター　健康長寿課高齢者支援班　窓口
●申請時の持ち物　①申請書　②介護保険被保険者証等
●助成券使用期限　毎年度２月末まで
●助成券取扱店　　①薬王堂松島店　②つばさ薬局松島店　③ツルハドラッグ松島店
●対象品目　紙おむつ（フラットタイプ・テープタイプ・パットタイプ・はくタイプ等）
●注意事項　　　　①おつりは出ません。　
②有効期限を過ぎますと無効となります。
　　　　　　　　　③入院や施設入所の際は健康長寿課へご連絡ください。また、退院等で在宅となる場合もご連絡ください。
※連絡がない場合、入院(入所)中とみなし、助成券をお届けできませんのでご注意願います。

●問合先　　　　　健康長寿課高齢者支援班　☎０２２－３５５－０６７７
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